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は
じ
め
に

オ
レ
ゴ
ン
州
尊
厳
死
法

ギ
ャ
リ
ー
・
リ
ー
（
他
）

は
じ
め
に

対
オ
レ
ゴ
ン
州
（
他
）
（
未
完
）

　
一
九
九
四
年
一
一
月
に
オ
レ
ゴ
ン
州
は
、
州
民
投
票
の
す
え
、
安
楽
死

を
認
め
る
法
律
を
可
決
さ
せ
た
。
そ
れ
が
オ
レ
ゴ
ン
州
尊
厳
死
法
で
あ
る
。

そ
れ
ま
で
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
、
一
九
九
一
年
一
一
月
の
ワ
シ
ン
ト
ン

州
お
よ
び
一
九
九
二
年
一
一
月
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ァ
州
と
、
二
州
で
安
楽

死
を
め
ぐ
る
州
民
投
票
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
い
ず
れ
も
否
決
さ
れ
て
い

る
。
否
決
さ
れ
た
二
州
の
法
案
と
オ
レ
ゴ
ン
州
の
そ
れ
と
の
間
に
大
き
な

違
い
は
な
く
、
そ
の
骨
子
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
二
名

の
医
師
か
ら
余
命
六
カ
月
と
診
断
さ
れ
た
末
期
患
者
は
、
二
名
の
証
人
の

面
前
で
死
を
希
望
す
る
旨
を
記
し
た
申
請
書
に
署
名
す
れ
ば
、
医
師
の
手

に
よ
っ
て
自
己
の
生
命
を
終
わ
ら
し
め
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
場
合
、
当

該
医
師
は
、
自
殺
常
助
罪
に
問
わ
れ
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ

に
せ
よ
、
オ
レ
ゴ
ン
州
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
初
め
て
医
師
に
よ
る
自

殺
幣
助
を
合
法
化
し
た
州
と
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
安
楽
死
反
対
派
は
、
尊
厳
死
法
が
憲
法
に
違
反
す
る
と
主
張

し
て
提
訴
し
、
一
九
九
四
年
一
二
月
二
七
日
に
は
、
そ
れ
を
受
け
た
オ
レ

ゴ
ン
州
の
連
邦
地
方
裁
判
所
が
、
憲
法
判
断
が
な
さ
れ
る
ま
で
同
法
の
施

行
を
差
し
止
め
る
よ
う
州
に
命
じ
た
。
そ
し
て
結
局
、
オ
レ
ゴ
ン
州
の
連

邦
地
裁
は
、
一
九
九
五
年
八
月
三
日
に
、
同
法
が
憲
法
に
違
反
す
る
旨
の

判
決
を
下
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
年
の
四
月
に
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
が
、

死
を
望
む
末
期
患
者
に
対
す
る
医
師
の
自
殺
幣
助
を
否
認
し
た
ミ
シ
ガ
ン

州
最
高
裁
の
判
決
を
支
持
し
、
自
殺
常
助
を
合
憲
と
す
る
よ
う
求
め
て
い

た
医
師
と
二
名
の
末
期
が
ん
患
者
の
上
告
を
棄
却
し
て
お
り
（
朝
日
新
聞
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一
九
九
五
年
四
月
二
五
日
付
夕
刊
）
、
い
わ
ゆ
る
「
死
ぬ
権
利
」
は
、
当
分

認
め
ら
れ
な
い
方
向
で
進
む
も
の
と
思
わ
れ
た

　
と
こ
ろ
が
今
年
に
入
っ
て
、
三
月
六
日
に
連
邦
控
訴
裁
判
所
が
、
「
い
つ
、

ど
の
よ
う
に
死
ぬ
か
の
決
定
は
、
中
絶
す
る
か
ど
う
か
の
決
定
と
同
じ
よ

う
に
基
本
的
な
個
人
の
選
択
」
と
し
、
「
死
ぬ
権
利
」
を
憲
法
で
保
障
さ
れ

た
基
本
的
な
権
利
と
判
断
す
る
な
ど
（
朝
日
新
聞
一
九
九
六
年
三
月
二
五

日
付
夕
刊
）
、
今
度
は
風
は
、
「
死
ぬ
権
利
」
容
認
の
方
へ
と
吹
き
始
め
た

よ
う
に
見
え
る
。

　
オ
レ
ゴ
ン
州
の
事
例
も
ワ
シ
ン
ト
ン
州
の
事
例
も
、
現
在
上
級
審
で
係

争
中
で
あ
る
が
、
日
本
に
お
け
る
こ
の
問
題
に
関
す
る
議
論
の
一
助
と
す

る
た
め
に
、
そ
も
そ
も
の
発
端
と
な
っ
た
オ
レ
ゴ
ン
州
尊
厳
死
法
と
そ
れ

に
対
す
る
連
邦
地
裁
の
違
憲
判
決
を
訳
出
す
る
こ
と
は
、
無
駄
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
原
資
料
の
入
手
に
は
、
い
国
図
H
ω
㊧
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
、
訳
出

に
あ
た
っ
て
は
、
本
学
の
平
林
勝
政
教
授
お
よ
び
植
村
勝
慶
助
教
授
か
ら

多
大
な
ご
教
示
を
賜
っ
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
お
礼
を
申
し
述
べ
た
い
。

オ
レ
ゴ
ン
州
尊
厳
死
法

（
オ
レ
ゴ
ン
州
法
典
第
二
二
編
第
一
二
七
章

第
一
二
七
・
八
O
O
条
～
八
九
七
条
）

　
第
一
二
七
・
八
O
O
条
（
第
一
・
O
一
条
）
　
定
義

　
次
の
各
項
の
用
語
お
よ
び
語
法
は
、
オ
レ
ゴ
ン
州
法
典
第
一
二
七
・
八

○
○
条
か
ら
第
一
二
七
・
八
九
七
条
ま
で
に
お
い
て
は
、
各
項
で
定
め
る

意
味
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
第
（
一
）
項
　
「
成
人
」
と
は
、
一
八
歳
以
上
の
者
を
言
う
。

　
　
第
（
二
）
項
　
「
主
治
医
」
と
は
、
患
者
の
末
期
的
疾
患
の
治
療
お
よ

　
　
　
　
　
　
び
処
置
に
対
し
て
主
と
し
て
責
任
を
有
す
る
医
師
を
言

　
　
　
　
　
　
う
。

　
　
第
（
三
）
項
　
「
参
与
医
」
と
は
、
専
攻
ま
た
は
経
験
に
よ
り
、
患
者

　
　
　
　
　
　
の
疾
患
に
関
し
て
専
門
的
診
断
お
よ
び
予
後
診
断
を
行
う

　
　
　
　
　
　
資
格
を
有
す
る
医
師
を
言
う
。

　
　
第
（
四
）
項
　
「
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
」
と
は
、
患
者
が
誤
っ
た
判
断
の

　
　
　
　
　
　
原
因
と
な
る
よ
う
な
精
神
医
学
的
も
し
く
は
心
理
学
的
障

　
　
　
　
　
　
害
ま
た
は
抑
欝
状
態
に
罹
患
し
て
い
る
か
否
か
を
判
断
す

　
　
　
　
　
　
る
目
的
で
、
州
の
免
許
を
有
す
る
精
神
医
学
者
ま
た
は
心

　
　
　
　
　
　
理
学
者
と
患
者
の
間
で
行
わ
れ
る
相
談
を
言
う
。

　
　
第
（
五
）
項
　
「
ヘ
ル
ス
・
ケ
ア
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
」
と
は
、
通
常
の
職

　
　
　
　
　
　
務
ま
た
は
専
門
実
務
に
お
い
て
ヘ
ル
ス
・
ケ
ア
を
実
施
す

　
　
　
　
　
　
る
こ
と
の
免
許
を
有
し
、
許
可
証
を
受
け
、
ま
た
は
こ
の

　
　
　
　
　
　
州
の
法
律
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
な
行
為
を
行
う
権
限
も
し

　
　
　
　
　
　
く
は
許
可
を
与
え
ら
れ
た
者
を
言
い
、
こ
れ
に
は
、
ヘ
ル

　
　
　
　
　
　
ス
・
ケ
ア
施
設
も
含
ま
れ
る
。

　
　
第
（
六
）
項
　
「
無
能
力
者
」
と
は
、
ヘ
ル
ス
・
ケ
ア
に
関
す
る
決
定

　
　
　
　
　
　
を
な
し
、
お
よ
び
当
該
決
定
を
ヘ
ル
ス
・
ケ
ア
・
プ
ロ
バ

　
　
　
　
　
　
イ
ダ
に
伝
達
す
る
能
力
を
欠
く
と
、
裁
判
所
ま
た
は
患
者

　
　
　
　
　
　
の
主
治
医
も
し
く
は
参
与
医
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
た
患
者

　
　
　
　
　
　
を
言
う
。
伝
達
に
は
、
患
者
の
伝
達
方
法
を
熟
知
し
て
い
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る
者
が
存
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
を
通
じ
て
の
伝
達
が

　
　
　
　
含
ま
れ
る
。
ま
た
、
能
力
者
と
は
、
無
能
力
者
で
な
い
者

　
　
　
　
を
言
う
。

第
（
七
）
項
　
「
告
知
さ
れ
た
上
で
の
決
定
」
と
は
、
人
道
的
か
つ
尊

　
　
　
　
厳
あ
る
方
法
で
自
己
の
生
命
を
終
わ
ら
し
め
る
処
方
を
請

　
　
　
　
求
し
、
お
よ
び
そ
の
た
め
の
処
方
を
取
得
し
得
る
請
求
権

　
　
　
　
を
有
す
る
患
者
に
よ
る
決
定
で
あ
っ
て
、
関
連
し
た
事
実

　
　
　
　
に
つ
い
て
の
正
し
い
認
識
に
基
づ
き
か
つ
次
の
各
号
に
掲

　
　
　
　
げ
る
す
べ
て
の
事
項
に
つ
い
て
主
治
医
に
よ
り
十
分
に
告

　
　
　
　
知
さ
れ
た
後
に
な
さ
れ
た
決
定
を
言
う
。

　
　
　
　
　
（
a
）
号
　
自
己
の
病
状
の
医
学
的
診
断

　
　
　
　
　
（
b
）
号
　
自
己
の
予
後

　
　
　
　
　
（
c
）
号
　
処
方
さ
れ
た
投
薬
に
伴
う
潜
在
的
危
険

　
　
　
　
　
（
d
）
号
　
処
方
さ
れ
た
投
薬
に
よ
り
予
想
さ
れ
る
結
果

　
　
　
　
　
（
e
）
号
　
実
施
し
得
る
他
の
選
択
肢
。
選
択
肢
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ン
フ
ォ
ー
ト
・
ケ
ア
、
ホ
ス
ピ
ス
・
ケ
ア
お

　
　
　
　
　
　
　
　
よ
び
ペ
イ
ン
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
含
ま
れ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
そ
れ
ら
に
限
定
さ
れ
な
い
。

第
（
八
）
項
　
「
医
学
的
確
認
」
と
は
、
主
治
医
の
医
学
的
所
見
で
あ

　
　
　
　
っ
て
、
患
者
自
身
お
よ
び
患
者
の
関
連
医
療
記
録
を
調
査

　
　
　
　
し
た
参
与
医
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
も
の
を
言
う
。

第
（
九
）
項
　
「
患
者
」
と
は
、
医
師
の
治
療
の
も
と
に
あ
る
者
を
言

　
　
　
　
う
。

第
（
一
〇
）
項
　
「
医
師
」
と
は
、
オ
レ
ゴ
ン
州
医
療
審
査
委
員
会
に

第
（
一
一
）
項

第
（
一
二
）
項

よ
り
医
療
行
為
を
行
う
免
許
を
与
え
ら
れ
た
医
者
ま
た

は
整
骨
療
法
士
を
言
う
。

　
「
請
求
権
を
有
す
る
患
者
」
と
は
、
オ
レ
ゴ
ン
州
に

居
住
し
、
人
道
的
か
つ
尊
厳
あ
る
方
法
で
自
己
の
生
命

を
終
わ
ら
し
め
る
た
め
の
処
方
を
取
得
す
る
た
め
に
、

オ
レ
ゴ
ン
州
法
典
第
一
二
七
・
八
O
O
条
か
ら
第
一
二

七
・
八
九
七
条
ま
で
に
規
定
さ
れ
て
い
る
要
件
を
満
た

す
成
人
の
能
力
者
を
言
う
。

　
「
末
期
的
疾
患
」
と
は
、
医
学
的
に
確
認
さ
れ
、
か

つ
合
理
的
な
医
学
上
の
判
断
の
範
囲
内
で
、
六
カ
月
以

内
に
死
亡
す
る
で
あ
ろ
う
不
治
で
、
か
つ
不
可
逆
性
の

疾
患
を
言
う
。

　
第
ロ
ニ
七
・
八
〇
五
条
（
第
二
・
O
国
条
）
　
書
面
に
よ
る
投
薬
の
申

請
を
提
出
し
得
る
者

　
主
治
医
お
よ
び
参
与
医
に
よ
っ
て
末
期
的
疾
患
に
罹
患
し
て
い
る
と
判

断
さ
れ
た
、
オ
レ
ゴ
ン
州
在
住
の
成
人
の
能
力
者
で
あ
っ
て
、
自
己
の
意

思
に
よ
っ
て
死
を
望
む
こ
と
を
表
明
し
た
者
は
、
オ
レ
ゴ
ン
州
法
典
第
一

二
七
・
八
O
O
条
か
ら
第
一
二
七
・
八
九
七
条
の
規
定
に
し
た
が
っ
て
、

人
道
的
か
つ
尊
厳
あ
る
方
法
で
自
己
の
生
命
を
終
わ
ら
し
め
る
目
的
の
た

め
に
、
書
面
に
よ
る
投
薬
の
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

式

第
一
二
七
・
八
一
〇
条
（
第
一
一
・
O
二
条
）
　
書
面
に
よ
る
申
請
の
書
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第
（
一
）
項
　
オ
レ
ゴ
ン
州
法
典
第
一
二
七
・
八
O
O
条
か
ら
第
一
二

七
・
八
九
七
条
の
規
定
に
基
づ
く
、
有
効
な
投
薬
の
申
請
書
は
、
オ
レ
ゴ

ン
州
法
典
第
一
二
七
・
八
九
七
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
書
式
に
、
十
分
に

合
致
し
、
か
つ
、
自
己
の
最
善
の
知
識
お
よ
び
信
念
に
し
た
が
っ
て
、
患

者
が
自
由
意
思
に
基
い
て
行
動
す
る
能
力
を
有
し
、
強
制
さ
れ
て
当
該
請

求
に
署
名
し
た
の
で
な
い
旨
を
患
者
の
面
前
で
誓
言
す
る
、
最
低
二
名
の

個
人
か
ら
な
る
証
人
お
よ
び
患
者
本
人
に
よ
る
署
名
並
び
に
日
付
の
記
入

が
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
第
（
二
）
項
　
証
人
の
う
ち
一
名
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
の

　
　
　
　
　
　
関
係
も
有
す
る
者
で
な
い
こ
と
を
要
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
（
a
）
号
　
血
縁
、
婚
姻
ま
た
は
養
子
縁
組
に
よ
る
患
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
親
戚

　
　
　
　
　
　
　
（
b
）
号
　
請
求
に
署
名
が
な
さ
れ
た
時
点
で
、
遺
書
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
基
づ
き
、
ま
た
は
法
の
効
力
に
よ
り
、
請
求
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
有
す
る
患
者
の
死
に
因
る
遺
産
の
一
部
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
請
求
権
を
有
す
る
者

　
　
　
　
　
　
　
（
c
）
号
　
請
求
権
を
有
す
る
患
者
が
医
療
上
の
治
療
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
受
け
、
ま
た
は
入
院
し
て
い
る
ヘ
ル
ス
・
ケ
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
施
設
の
所
有
者
、
運
営
者
ま
た
は
被
用
者

　
　
第
（
三
）
項
　
請
求
に
署
名
が
な
さ
れ
た
時
点
で
の
患
者
の
主
治
医

　
　
　
　
　
　
は
、
証
人
と
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
第
（
四
）
項
書
面
で
の
請
求
が
な
さ
れ
た
時
点
で
、
患
者
が
長
期
ケ

　
　
　
　
　
　
ア
施
設
に
い
た
場
合
に
は
、
証
人
の
う
ち
一
名
は
、
施
設

　
　
　
　
　
　
に
よ
り
任
命
さ
れ
、
規
則
に
基
づ
き
人
材
局
に
よ
り
与
え

ら
れ
た
資
格
を
有
し
て
い
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
二
七
・
八
一
五
条
（
第
一
一
一
・
〇
一
条
）
　
主
治
医
の
責
任

主
治
医
は
、
次
の
各
項
に
掲
げ
る
処
置
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　
第
（
一
）
項
患
者
が
末
期
的
疾
患
に
罹
患
し
て
い
る
か
否
か
、
能
力

　
　
　
　
　
者
で
あ
る
か
否
か
、
お
よ
び
請
求
を
自
由
意
思
に
基
い
て

　
　
　
　
　
な
し
た
か
否
か
に
つ
い
て
の
最
初
の
判
断
を
下
す
こ
と

　
第
（
二
）
項
患
者
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
す
べ
て
の
事
項
に

　
　
　
　
　
つ
い
て
告
知
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
（
a
）
号
　
患
者
の
病
状
の
医
学
的
診
断

　
　
　
　
　
　
（
b
）
号
　
患
者
の
予
後

　
　
　
　
　
　
（
c
）
号
　
処
方
さ
れ
た
投
薬
に
伴
う
潜
在
的
危
険

　
　
　
　
　
　
（
d
）
号
　
処
方
さ
れ
た
投
薬
に
よ
り
予
想
さ
れ
る
結
果

　
　
　
　
　
　
（
e
）
号
　
実
施
し
得
る
他
の
選
択
肢
。
選
択
肢
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ン
フ
ォ
ー
ト
・
ケ
ア
、
ホ
ス
ピ
ス
・
ケ
ア
お

第
（
三
）
項

第
（
四
）
項

　
　
　
　
よ
び
ペ
イ
ン
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
含
ま
れ
る
が
、

　
　
　
　
そ
れ
ら
に
限
定
さ
れ
な
い
。

　
診
断
の
医
学
的
確
認
の
た
め
、
な
ら
び
に
患
者
が
能
力

者
で
あ
り
、
か
つ
自
由
意
思
に
基
づ
い
て
行
動
し
て
い
る

と
い
う
判
断
の
た
め
に
、
患
者
を
参
与
医
に
付
託
す
る
こ

と　
オ
レ
ゴ
ン
州
法
典
第
一
二
七
・
八
二
五
条
に
し
た
が
っ

て
、
適
切
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
は
、
カ
ウ
ン
セ

リ
ン
グ
に
患
者
を
付
託
す
る
こ
と
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第
（
五
）
項

第
（
六
）
項

第
（
七
）
項

第
（
八
）
項

第
（
九
）
項

　
患
者
に
対
し
て
、
最
近
親
者
に
通
知
す
る
よ
う
要
請
す

る
こ
と

　
い
か
な
る
時
に
も
、
お
よ
び
い
か
な
る
方
法
で
も
、
患

者
が
自
己
の
申
請
を
撤
回
す
る
機
会
を
有
し
て
い
る
こ
と

を
、
患
者
に
対
し
て
告
知
す
る
こ
と
、
な
ら
び
に
オ
レ
ゴ

ン
州
法
典
第
一
二
七
・
八
四
〇
条
に
し
た
が
っ
て
、
一
五

日
の
再
考
期
問
終
了
の
後
に
、
患
者
に
対
し
て
請
求
撤
回

の
機
会
を
提
供
す
る
こ
と

　
オ
レ
ゴ
ン
州
法
典
第
一
二
七
・
八
O
O
条
か
ら
第
一
二

七
・
八
九
七
条
ま
で
の
規
定
に
基
づ
い
て
投
薬
の
処
方
を

記
述
す
る
直
前
に
、
患
者
が
告
知
さ
れ
た
上
で
決
定
を
な

し
て
い
る
か
確
認
を
す
る
こ
と

　
オ
レ
ゴ
ン
州
法
典
第
二
一
七
・
八
五
五
条
の
要
件
で
あ

る
、
医
療
記
録
書
に
す
べ
て
記
載
す
る
こ
と

　
請
求
権
を
有
す
る
患
者
が
人
道
的
か
つ
尊
厳
あ
る
方
法

で
自
己
の
生
命
を
終
わ
ら
し
め
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
投

薬
の
処
方
を
記
述
す
る
前
に
、
オ
レ
ゴ
ン
州
法
典
第
一
二

七
・
八
O
O
条
か
ら
第
一
二
七
・
八
九
七
条
ま
で
の
規
定

に
し
た
が
っ
て
、
す
べ
て
の
適
切
な
手
続
が
実
施
さ
れ
る

よ
う
保
証
す
る
こ
と

第
＝
一
七
・
八
二
〇
条
（
第
三
・
〇
二
条
）
　
参
与
医
の
確
認

参
与
医
は
、
患
者
が
オ
レ
ゴ
ン
州
法
典
第
一
二
七
・
八
O
O
条
か
ら
第

二
一
七
・
八
九
七
条
ま
で
の
規
定
に
基
づ
い
て
権
利
を
取
得
す
る
前
に
、

患
者
自
身
お
よ
び
患
者
の
関
連
医
療
記
録
を
調
査
し
、
患
者
が
末
期
的
疾

患
に
罹
患
し
て
い
る
と
い
う
主
治
医
の
診
断
を
書
面
で
確
認
し
た
上
で
、

患
者
が
能
力
者
で
あ
り
、
自
由
意
思
に
基
づ
い
て
行
動
し
て
お
り
、
か
つ

告
知
さ
れ
た
上
で
決
定
を
な
し
た
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
一
二
七
・
八
二
五
条
（
第
三
・
〇
三
条
）
　
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
ヘ
の

付
託

　
患
者
が
誤
っ
た
判
断
の
原
因
と
な
る
よ
う
な
精
神
医
学
的
も
し
く
は
心

理
学
的
障
害
ま
た
は
抑
欝
状
態
に
罹
患
し
て
い
る
と
、
主
治
医
ま
た
は
参

与
医
が
判
断
す
る
場
合
に
は
、
主
治
医
ま
た
は
参
与
医
は
、
当
該
患
者
を

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
付
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を

実
施
す
る
者
が
、
当
該
患
者
が
誤
っ
た
判
断
の
原
因
と
な
る
よ
う
な
精
神

医
学
的
も
し
く
は
心
理
学
的
障
害
ま
た
は
抑
欝
状
態
に
罹
患
し
て
い
な
い

と
判
断
す
る
ま
で
は
、
人
道
的
か
つ
尊
厳
あ
る
方
法
で
患
者
の
生
命
を
終

わ
ら
し
め
る
い
か
な
る
投
薬
も
処
方
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
第
＝
一
七
・
八
三
〇
条
（
第
三
・
〇
四
条
）
　
告
知
さ
れ
た
上
で
の
決

定　
何
人
も
、
自
身
で
オ
レ
ゴ
ン
州
法
典
第
一
二
七
・
八
O
O
条
第
（
七
）

項
に
定
義
さ
れ
て
い
る
告
知
さ
れ
た
上
で
の
決
定
を
な
さ
な
い
限
り
、
人

道
的
か
つ
尊
厳
あ
る
方
法
で
自
己
の
生
命
を
終
わ
ら
し
め
る
投
薬
の
処
方

を
受
け
な
い
。
ま
た
、
主
治
医
は
、
オ
レ
ゴ
ン
州
法
典
第
一
二
七
・
八
O

O
条
か
ら
第
一
二
七
・
八
九
七
条
ま
で
の
規
定
に
基
づ
く
投
薬
の
処
方
を

記
述
す
る
直
前
に
、
患
者
が
告
知
さ
れ
た
上
で
決
定
し
て
い
る
こ
と
を
確
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認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
一
二
七
・
八
三
五
条
（
第
三
・
〇
五
条
）
　
家
族
へ
の
通
知

　
主
治
医
は
、
患
者
に
対
し
て
、
オ
レ
ゴ
ン
州
法
典
第
一
二
七
・
八
O
O
条

か
ら
第
一
二
七
・
八
九
七
条
ま
で
の
規
定
に
し
た
が
っ
た
投
薬
の
申
請
に

つ
い
て
、
患
者
の
最
近
親
者
に
通
知
す
る
よ
う
求
め
る
も
の
と
す
る
。
た

だ
し
、
最
近
親
者
へ
の
通
知
を
辞
退
し
、
ま
た
は
通
知
し
得
な
い
患
者
は
、

そ
の
こ
と
を
理
由
と
し
て
自
己
の
申
請
を
否
定
さ
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

　
第
一
二
七
・
八
四
〇
条
（
第
三
・
〇
六
条
）
　
書
面
ま
た
は
口
頭
に
よ

る
申
請

　
請
求
権
を
有
す
る
患
者
は
、
人
道
的
か
つ
尊
厳
あ
る
方
法
で
自
己
の
生

命
を
終
わ
ら
し
め
る
投
薬
の
処
方
を
受
け
る
た
め
に
、
口
頭
お
よ
び
書
面

に
よ
る
申
請
を
行
い
、
最
初
の
口
頭
に
よ
る
申
請
を
な
し
て
か
ら
一
五
日

目
以
降
に
、
自
己
の
主
治
医
に
対
し
て
口
頭
に
よ
る
申
請
を
再
度
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
患
者
が
自
己
の
二
度
目
の
口
頭
に
よ
る
申
請
を
行
う

際
に
、
主
治
医
は
、
患
者
に
対
し
て
請
求
撤
回
の
機
会
を
提
供
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　
第
一
二
七
・
八
四
五
条
（
第
一
一
T
O
七
条
）
　
申
請
を
撤
回
す
る
権
利

　
患
者
は
、
自
己
の
精
神
状
態
に
関
わ
り
な
く
、
い
か
な
る
時
に
も
、
お

よ
び
い
か
な
る
方
法
で
も
、
自
己
の
申
請
を
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

主
治
医
が
請
求
権
を
有
す
る
患
者
に
対
し
て
請
求
撤
回
の
機
会
を
提
供
し

な
い
場
合
に
は
、
オ
レ
ゴ
ン
州
第
一
二
七
・
八
O
O
条
か
ら
第
二
一
七
・

八
九
七
条
ま
で
の
規
定
に
基
づ
く
い
か
な
る
投
薬
の
処
方
も
記
述
さ
れ
な

い
も
の
と
す
る
。

　
第
一
二
七
・
八
五
〇
条
（
第
一
一
一
・
O
八
条
）
　
再
考
期
問

　
患
者
の
最
初
の
口
頭
に
よ
る
申
請
か
ら
、
オ
レ
ゴ
ン
州
法
典
第
一
二

七
・
八
O
O
条
か
ら
第
一
二
七
・
八
九
七
条
ま
で
の
規
定
に
基
づ
く
処
方

が
記
述
さ
れ
る
ま
で
に
は
、
一
五
日
以
上
が
経
過
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
患
者
の
書
面
に
よ
る
申
請
か
ら
、
オ
レ
ゴ
ン
州
法
典
第
二
一
七
・

八
O
O
条
か
ら
第
一
二
七
・
八
九
七
条
ま
で
の
規
定
に
基
づ
く
処
方
が
記

述
さ
れ
る
ま
で
に
は
、
四
八
時
間
以
上
が
経
過
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。　

第
＝
一
七
・
八
五
五
条
（
第
三
・
〇
九
条
）
　
医
療
記
録
書
記
載
義
務

　
次
の
各
項
に
掲
げ
る
す
べ
て
の
事
項
は
、
患
者
の
医
療
記
録
に
記
載
さ

れ
、
ま
た
は
添
付
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
第
（
一
）
項
　
人
道
的
か
つ
尊
厳
あ
る
方
法
で
自
己
の
生
命
を
終
わ
ら

　
　
　
　
　
　
し
め
る
投
薬
を
求
め
る
患
者
の
第
二
回
目
の
口
頭
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
申
請

　
　
第
（
二
）
項
　
人
道
的
か
つ
尊
厳
あ
る
方
法
で
自
己
の
生
命
を
終
わ
ら

　
　
　
　
　
　
し
め
る
投
薬
を
求
め
る
患
者
の
す
べ
て
の
書
面
に
よ
る
申

　
　
　
　
　
　
請

　
　
第
（
三
）
項
　
主
治
医
に
よ
る
診
断
お
よ
び
予
後
診
断
、
な
ら
び
に
患

　
　
　
　
　
　
者
が
能
力
者
で
あ
り
、
自
由
意
思
に
基
づ
い
て
行
動
し
、

　
　
　
　
　
　
か
つ
告
知
さ
れ
た
上
で
の
決
定
を
な
し
た
と
す
る
判
断
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第
（
四
）
項

第
（
五
）
項

第
（
六
）
）

第
（
七
）
）

　
参
与
医
に
よ
る
診
断
お
よ
び
予
後
診
断
、
な
ら
び
に
患

者
が
能
力
者
で
あ
り
、
自
由
意
思
に
基
づ
い
て
行
動
し
、

か
つ
告
知
さ
れ
た
上
で
の
決
定
を
な
し
た
こ
と
の
確
認

　
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の

結
果
の
報
告
、
お
よ
び
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
中
に
な
さ
れ
た

判
断
の
報
告

項
　
オ
レ
ゴ
ン
州
法
典
第
一
二
七
・
八
四
〇
条
に
し
た
が

っ
た
、
患
者
の
第
二
回
目
の
口
頭
に
よ
る
申
請
の
際
に
お

け
る
、
主
治
医
の
患
者
に
対
す
る
申
請
撤
回
の
機
会
提
供

項
　
オ
レ
ゴ
ン
州
法
典
第
一
二
七
・
八
O
O
条
か
ら
第
一

二
七
・
八
九
七
条
ま
で
の
規
定
に
基
づ
く
す
べ
て
の
要
件

が
満
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
処
方
さ
れ
た
投
薬
の

記
録
を
含
む
、
請
求
の
実
施
の
た
め
に
と
ら
れ
た
措
置
を

示
す
、
主
治
医
に
よ
る
記
録

　
第
ロ
ニ
七
・
八
六
〇
条
（
第
三
・
一
〇
条
）
　
居
住
要
件

　
オ
レ
ゴ
ン
州
法
典
第
一
二
七
・
八
O
O
条
か
ら
第
一
二
七
・
八
九
七
条

ま
で
の
規
定
に
基
づ
く
、
オ
レ
ゴ
ン
州
に
居
住
す
る
者
に
よ
る
申
請
の
み

が
認
め
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

第
陶
二
七
・
八
六
五
条
（
第
三
・
二
条
）
　
報
告
義
務

　
第
（
一
）
項
　
保
健
局
は
、
オ
レ
ゴ
ン
州
法
典
第
一
二
七
・
八
O
O
条

　
　
　
　
　
か
ら
第
一
二
七
・
八
九
七
条
ま
で
の
規
定
に
し
た
が
っ
て

　
　
　
　
　
保
管
さ
れ
て
い
る
記
録
の
標
本
を
、
一
年
ご
と
に
審
査
し

第
（
二
）
項

第
（
三
）
項

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
保
健
局
は
、
オ
レ
ゴ
ン
州
法
典
第
一
二
七
・
八
O
O
条

か
ら
第
一
二
七
・
八
九
七
条
ま
で
の
規
定
の
遵
守
に
関
す

る
情
報
の
収
集
を
円
滑
に
行
う
た
め
の
規
則
を
策
定
す
る

も
の
と
す
る
。
収
集
さ
れ
た
情
報
は
、
公
的
記
録
と
は
な

ら
ず
、
公
衆
に
よ
る
閲
覧
の
た
め
に
提
供
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。

　
保
健
局
は
、
本
条
第
（
二
）
項
に
基
づ
い
て
収
集
さ
れ
た

情
報
に
つ
い
て
、
年
次
統
計
報
告
を
作
成
し
、
公
衆
が
入

手
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
＝
一
七
・
八
七
〇
条
（
第
三
・
＝
一
条
）
　
遣
書
、
契
約
お
よ
び
制

定
法
の
解
釈
に
対
す
る
効
力

　
　
第
（
一
）
項
　
書
面
ま
た
は
口
頭
を
問
わ
ず
、
人
が
人
道
的
か
つ
尊
厳

　
　
　
　
　
　
あ
る
方
法
で
自
己
の
生
命
を
終
わ
ら
し
め
る
投
薬
の
申
請

　
　
　
　
　
　
を
行
う
か
否
か
、
ま
た
は
当
該
申
請
を
撤
回
す
る
か
否
か

　
　
　
　
　
　
に
影
響
を
及
ぼ
す
で
あ
ろ
う
契
約
、
遺
書
ま
た
は
そ
の
他

　
　
　
　
　
　
の
合
意
に
お
け
る
い
か
な
る
項
目
も
、
そ
の
項
目
に
限
り
、

　
　
　
　
　
　
無
効
と
さ
れ
る
。

　
　
第
（
二
）
項
　
現
存
す
る
契
約
に
基
づ
い
て
課
せ
ら
れ
る
い
か
な
る
義

　
　
　
　
　
　
務
も
、
人
が
人
道
的
か
つ
尊
厳
あ
る
方
法
で
自
己
の
生
命

　
　
　
　
　
　
を
終
わ
ら
し
め
る
申
請
を
行
う
こ
と
、
も
し
く
は
当
該
申

　
　
　
　
　
　
請
を
撤
回
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
条
件
づ
け
ら
れ
、
ま
た

　
　
　
　
　
　
は
影
響
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
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第
一
二
七
・
八
七
五
条
（
第
三
・
＝
二
条
）
　
保
険
ま
た
は
年
金
政
策

　
生
命
保
険
、
健
康
保
険
も
し
く
は
損
害
保
険
の
販
売
、
斡
旋
ま
た
は
発

行
、
ま
た
は
年
金
政
策
も
し
く
は
年
金
政
策
の
た
め
に
徴
収
さ
れ
る
額
は
、

人
道
的
か
つ
尊
厳
あ
る
方
法
で
自
己
の
生
命
を
終
わ
ら
し
め
る
申
請
を
行

う
こ
と
、
も
し
く
は
当
該
申
請
を
撤
回
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
条
件
づ
け

ら
れ
、
ま
た
は
影
響
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
人
道
的
か
つ
尊
厳
あ
る
方
法

で
自
己
の
生
命
を
終
わ
ら
し
め
る
投
薬
を
う
け
る
こ
と
に
関
し
、
請
求
権

を
有
す
る
患
者
の
い
か
な
る
行
為
も
、
生
命
保
険
、
健
康
保
険
も
し
く
は

損
害
保
険
ま
た
は
年
金
政
策
に
影
響
を
与
え
て
は
な
ら
な
い
。

　
第
一
二
七
・
八
八
O
条
（
第
一
一
一
・
一
四
条
）
　
本
法
の
解
釈

　
オ
レ
ゴ
ン
州
法
典
第
一
二
七
・
八
O
O
条
か
ら
第
一
二
七
・
八
九
七
条

ま
で
の
い
ず
れ
の
規
定
も
、
医
師
も
し
く
は
そ
の
他
の
者
が
、
致
死
薬
を

注
射
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
患
者
の
生
命
を
終
わ
ら
し
め
る
こ
と
、
慈
悲
殺

人
を
行
う
こ
と
、
ま
た
は
積
極
的
安
楽
死
を
行
う
こ
と
を
許
可
す
る
も
の

と
解
釈
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
オ
レ
ゴ
ン
州
法
典
第
一
二
七
・
八
O
O
条

か
ら
第
一
二
七
・
八
九
七
条
ま
で
の
規
定
に
し
た
が
っ
て
と
ら
れ
た
措
置

は
、
い
か
な
る
目
的
の
た
め
に
も
、
法
に
基
づ
く
自
殺
、
自
殺
蓄
助
、
慈

悲
殺
人
ま
た
は
殺
人
に
は
該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
。

　
第
＝
一
七
・
八
八
五
条
（
第
四
・
〇
一
条
）
　
免
責

　
オ
レ
ゴ
ン
州
法
典
第
一
二
七
・
八
八
O
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
場
合
を

除
き
、
次
の
各
項
に
掲
げ
る
免
責
が
認
め
ら
れ
る
。

第
（
一
）
項

第
（
二
）
項

第
（
三
）
項

第
（
四
）
項

　
何
人
も
、
オ
レ
ゴ
ン
州
法
典
第
一
二
七
・
八
O
O
条
か

ら
第
一
二
七
・
八
九
七
条
ま
で
の
規
定
を
遵
守
し
か
つ
誠

実
に
処
置
に
関
与
し
た
こ
と
の
た
め
に
、
民
事
上
も
し
く

は
刑
事
上
の
責
任
を
問
わ
れ
、
ま
た
は
専
門
の
懲
戒
措
置

に
服
す
る
こ
と
は
な
い
。
処
置
の
関
与
に
は
、
請
求
権
を

有
す
る
患
者
が
人
道
的
か
つ
尊
厳
あ
る
方
法
で
自
己
の
生

命
を
終
わ
ら
し
め
る
た
め
に
処
方
さ
れ
た
投
薬
を
う
け
る

際
に
、
立
ち
会
う
こ
と
が
含
ま
れ
る
。

　
い
か
な
る
専
門
家
組
織
も
し
く
は
協
会
、
ま
た
は
ヘ
ル

ス
・
ケ
ア
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
も
、
オ
レ
ゴ
ン
州
法
典
第
一
二

七
・
八
O
O
条
か
ら
第
一
二
七
・
八
九
七
条
ま
で
の
規
定

を
遵
守
し
、
誠
実
に
処
置
に
関
与
し
、
ま
た
は
関
与
す
る

こ
と
を
拒
否
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
人
を
謎
責
、
懲

戒
、
停
権
、
免
許
の
剥
奪
、
特
権
の
剥
奪
、
会
員
資
格
の

剥
奪
、
ま
た
は
そ
の
他
の
懲
罰
に
服
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

　
オ
レ
ゴ
ン
州
法
典
第
一
二
七
・
八
O
O
条
か
ら
第
二
一

七
・
八
九
七
条
ま
で
の
規
定
を
遵
守
し
か
つ
誠
実
に
な
さ

れ
た
、
い
か
な
る
患
者
に
よ
る
投
薬
の
申
請
ま
た
は
主
治

医
に
よ
る
投
薬
も
、
法
の
目
的
の
た
め
に
遺
棄
に
あ
た
る

も
の
と
さ
れ
、
お
よ
び
後
見
人
ま
た
は
財
産
管
理
者
を
任

命
す
る
単
独
の
根
拠
を
生
じ
る
も
の
と
さ
れ
て
は
な
ら
な

い
。　

い
か
な
る
ヘ
ル
ス
・
ケ
ア
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
も
、
契
約
、

制
定
法
ま
た
は
そ
の
他
の
法
的
要
件
の
い
ず
れ
に
よ
る
と
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を
問
わ
ず
、
請
求
権
を
有
す
る
患
者
に
対
す
る
、
人
道
的

か
つ
尊
厳
あ
る
方
法
で
患
者
の
生
命
を
終
わ
ら
し
め
る
投

薬
に
関
与
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
。
ま
た
、
ヘ
ル
ス
・
ケ

ア
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
に
と
っ
て
、
オ
レ
ゴ
ン
州
法
典
第
一
二

七
・
八
O
O
条
か
ら
第
一
二
七
・
八
九
七
条
ま
で
の
規
定

に
基
づ
く
患
者
の
申
請
の
実
施
が
不
可
能
で
あ
り
、
ま
た

は
当
該
申
請
の
実
施
に
は
同
意
し
得
な
い
場
合
で
あ
っ

て
、
患
者
が
自
己
の
処
置
を
新
た
な
ヘ
ル
ス
・
ケ
ア
・
プ

ロ
バ
イ
ダ
に
移
管
す
る
場
合
に
は
、
前
の
ヘ
ル
ス
・
ケ
ア
・

プ
ロ
バ
イ
ダ
は
、
請
求
に
応
じ
て
、
当
該
患
者
の
関
連
医

療
記
録
の
写
し
を
新
た
な
ヘ
ル
ス
・
ケ
ア
・
プ
ロ
バ
イ
ダ

に
移
送
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
二
七
・
八
九
〇
条
（
第
四
・
O
二
条
）
　
責
任

　
第
（
一
）
項
患
者
に
よ
る
授
権
な
し
に
、
患
者
を
死
亡
さ
せ
る
意
図

　
　
　
　
　
を
も
っ
て
、
ま
た
は
そ
の
よ
う
な
効
果
を
企
図
し
て
投
薬

　
　
　
　
　
の
申
請
を
故
意
に
変
更
し
、
も
し
く
は
偽
造
し
、
ま
た
は

　
　
　
　
　
申
請
の
撤
回
を
隠
匿
し
、
も
し
く
は
破
棄
し
た
者
は
、
第

　
　
　
　
　
一
級
の
重
罪
に
つ
き
有
罪
と
す
る
。

　
第
（
二
）
項
患
者
の
生
命
を
終
わ
ら
し
め
る
目
的
の
た
め
の
投
薬
を

　
　
　
　
　
申
請
す
る
こ
と
、
も
し
く
は
当
該
請
求
の
撤
回
を
破
棄
す

　
　
　
　
　
る
こ
と
を
患
者
に
強
制
し
、
ま
た
は
そ
の
た
め
に
不
当
な

　
　
　
　
　
影
響
力
を
行
使
し
た
者
は
、
第
一
級
の
重
罪
に
つ
き
有
罪

　
　
　
　
　
と
す
る
。

第
（
三
）
項

第
（
四
）
項

　
オ
レ
ゴ
ン
州
法
典
第
一
二
七
・
八
O
O
条
か
ら
第
一
二

七
・
八
九
七
条
ま
で
の
い
ず
れ
の
規
定
も
、
他
者
の
過
失

ま
た
は
故
意
に
よ
る
不
法
行
為
の
結
果
生
じ
た
民
事
上
の

損
害
に
対
す
る
責
任
の
加
重
を
制
限
す
る
も
の
で
は
な

い
。　

オ
レ
ゴ
ン
州
法
典
第
一
二
七
・
八
O
O
条
か
ら
第
一
二

七
・
八
九
七
条
ま
で
の
規
定
に
定
め
ら
れ
て
い
る
罰
則
は
、

オ
レ
ゴ
ン
州
法
典
第
一
二
七
・
八
O
O
条
か
ら
第
一
二

七
・
八
九
七
条
ま
で
の
規
定
の
不
遵
守
に
対
す
る
、
そ
の

他
の
法
に
基
づ
き
適
用
さ
れ
る
刑
事
上
の
罰
則
の
適
用
を

排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
第
［
二
七
・
八
九
五
条
（
第
五
・
O
【
条
）
　
分
離
可
能
性

　
特
定
の
人
ま
た
は
状
況
に
関
し
て
無
効
と
判
断
さ
れ
た
オ
レ
ゴ
ン
州
法

典
第
一
二
七
・
八
O
O
条
か
ら
第
二
一
七
・
八
九
七
条
ま
で
の
い
か
な
る

規
定
も
、
無
効
と
さ
れ
た
規
定
ま
た
は
適
用
が
な
け
れ
ば
完
全
な
効
力
を

付
与
し
得
る
、
オ
レ
ゴ
ン
州
法
典
第
二
一
七
・
八
O
O
条
か
ら
第
一
二
七
・

八
九
七
条
ま
で
の
他
の
規
定
の
適
用
に
は
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
も
の
と
す

る
。　

第
一
二
七
・
八
九
七
条
（
第
六
・
〇
一
条
）
　
申
請
書
式

　
オ
レ
ゴ
ン
州
法
典
第
一
二
七
・
八
O
O
条
か
ら
第
一
二
七
・
八
九
七
条

ま
で
の
規
定
に
よ
り
認
め
ら
れ
る
投
薬
の
申
請
は
、
次
に
掲
げ
る
書
式
に
、

十
分
合
致
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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＞
嵐
魯
営
o
醤
舞
猷
崩
廿
蕗
弓
蟄
S
』
貯
勘
噌
淺
6
①
C
呂
が
浮
聾
3
甦
糊
e
丑
瑠

　
麟
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
算
、
田
鯨
労
鍾
書
洋
醗
符
猷
ぴ
渇
》
弓
叫
。

　弾舜

、
弾
3
時
酪
園
S
謹
蚤
雛
卜
儀
糖
愈
園
3
囲
惣
唇
甜
麗
符
肝
が
伴
、
　
　
　
　
　
　
　
e
耕
濫
符
猷
O
叫
叫
。

弾
舜
、
賛
e
灘
洋
磯
蚤
’
細
燃
、
濤
母
肋
き
が
甦
灘
㊦
、
醇
矯
紡
％
儀
郎
き
δ
雫
“
藤
斜
零
齢
騨
、
磁
蓮
吸
き
が
諮
湘
、
労
①
儀
戸
口
て
刈
導
ー
τ

守
ヨ
、
勢
メ
砿
×
・
貸
踊
畿
鈴
儀
λ
A
て
・
口
て
プ
ロ
ー
》
嘩
ゆ
噂
満
譲
C
窃
が
凄
3
旛
鮎
餌
“
臼
O
σ
《
十
ゆ
得
略
醤
肋
き
叫
C
詩
。

　賛舜

、
賛
e
叶
謎
園
銑
、
＞
底
呂
サ
O
醤
舞
猷
が
廿
辮
弓
謎
ン
．
e
餅
砂
嘩
欝
む
①
C
昏
ぴ
甦
懸
醸
虐
廿
叫
が
臼
伴
嘩
丑
甜
C
叫
叫
。

一
〇
磁
渤

　
弾
興
、

鉾
算
、

弾
算
、

蟄
e
蕩
満
符
o
ぐ
レ
ペ
黙
贈
行
磁
醤
C
、
獣
鼎
S
蝿
海
嘩
瞭
贔
得
》
き
叫
C
計
。

弾
e
箒
満
符
o
σ
パ
賜
購
斉
嵐
苔
C
労
5
臼
伴
嘩
落
む
叫
C
詩
。

弾
e
落
満
符
o
σ
《
嵐
苔
叫
海
昧
贈
贈
嘩
讃
C
ぺ
σ
叫
咋
ン
。

弾
舜
’

騨
舜
、

弾
舜
’

謎
智
吻
、
σ
o
弓
ぴ
臼
3
丑
灘
嘩
遜
回
叫
邸
諮
遜
「
嘩
甜
C
ぺ
σ
ぴ
臼
伴
嘩
囲
轄
C
パ
σ
鱒
叫
。

臼
e
甜
辮
3
戯
昇
酵
十
ゆ
符
曲
輪
C
、
弾
暢
冷
廿
肋
き
詩
懸
卸
嘩
軸
骨
叫
き
耗
劃
叶
叫
“
臼
伴
轡
曲
輪
C
ぺ
σ
叫
叫
。

皿
田
鄭
謡
得
瞬
賜
鰍
’
堂
o
囎
究
櫛
奪
鈷
C
“
臼
臼
S
冊
灘
嘩
斎
澱
F
弾
e
⇒
轡
得
違
叫
⑳
磁
粛
呂
蹄
宙
嘩
十
ゆ
冒
癩
蝉
》
き
叫
叫
。

遡
菌

田
車

　
幽
＞
e
礪
瑚

聾
鳶
算
、
臼
3
冊
甜
珊
符
醐
菌
C
計
曲
雌
笠
蛇
引
3
伴
携
O
弓
猷
が
臼
伴
嘩
嘱
聯
σ
詩
C
％
叫
。
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富
＞
唇
得
、
聾
々
伴
醤
O
吟
ぐ
レ
弓
猷
戸
遡
ゆ
醐
温
咄
嘩
融
郭
C
計
臼
伴

聾
鳶
e
風
晋
弓
’
臼
3
冊
謝
珊
斉
粥
鹸
C
計
臼
伴

田
諒
労
諏
書
洋
螺
竃
猷
O
、
麟
尚
、
響
薄
叫
計
㌶
引
脹
蒔
恕
囎
e
ぴ
磐
臼
労
σ
伴
鯛
む
き
が
臼
伴

節
為
e
ー
凝
誘
佃
雌
S
肝
鵡
園
弓
労
σ
臼
伴

幽
＞
一
＼
田
へ
4

開
＞
N
＼
□
奪

飾
興
”
閲
＞
e
蜘
併
一
菌
算
、
臼
e
冊
遡
咄
篇
囎
菌
C
神
蝋
e
巨
鄭
、
齢
寒
囲
叫
浮
舜
騰
申
鄭
齢
符
昏
が
曲
餌
弓
猷
o
ぺ
“
艸
労
①
施
ノ
鋼
菌
C
詩
藤
e
翻

　
　
　
得
囲
が
臨
酬
3
ー
幾
稿
蹴
辮
誌
嘩
耐
叫
が
蝋
弓
猷
o
《
舜
労
①
唾
ノ
醜
界
儀
嘲
菌
C
計
雌
誘
享
濃
軸
詩
算
》
爵
醜
雌
弓
猷
が
♪
》
メ
・
貸
関
誹

　
　
　
難
3
ヨ
耐
雌
’
嶺
疎
雌
叫
計
舜
薄
田
疎
弓
猷
o
ぺ
“
艸
労
①
労
ぐ
v
。
曲
瞭
誘
》
藤
畑
雌
弓
猷
ぴ
離
ゆ
“
臼
戸
閲
＞
e
“
併
一
菌
戸
譲
難
符
野
O

　
　
　
融
菌
吸
き
詩
雌
弓
猷
崩
臼
伴
嘩
畑
叫
ぴ
。

45



46國學院法學第34巻第2号（1996）

ギ
ャ
リ
ー
・
リ
ー
（
他
）
対
オ
レ
ゴ
ン
州

　
民
事
第
九
四
－
六
四
六
七
I
H
O
号

（
他
）

オ
レ
ゴ
ン
州
連
邦
地
方
裁
判
所

。。

。
一
男
ω
唇
P
一
島
。
二
。
O
㎝
O
φ
U
一
ω
け

一
九
九
五
年
八
月
三
日
判
決

裁
判
官
：
マ
イ
ケ
ル
・
R
・
ホ
ー
ガ
ン
連
邦
地
裁
判
事

法
廷
意
見
：
マ
イ
ケ
ル
・
R
・
ホ
ー
ガ
ン

　
（
平
等
な
保
護
）

　
一
九
九
四
年
一
一
月
に
、
オ
レ
ゴ
ン
州
の
有
権
者
は
、
成
人
の
末
期
患

者
が
、
自
己
の
生
命
を
終
わ
ら
せ
る
明
確
な
目
的
の
た
め
に
、
医
師
に
よ

る
致
死
薬
投
与
の
処
方
を
得
る
こ
と
を
許
す
州
民
投
票
を
僅
差
で
承
認
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

た
。
オ
レ
ゴ
ン
州
尊
厳
死
法
（
提
案
第
一
六
号
）
は
、
我
が
国
に
お
け
る
、

そ
の
種
の
法
律
の
第
一
号
で
あ
り
、
控
え
め
に
い
っ
て
も
、
同
法
は
憲
法

上
の
深
遠
な
問
題
を
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。
原
告
は
、
提
案
第
一
六
号
が

合
衆
国
憲
法
第
一
四
修
正
の
平
等
保
護
条
項
及
び
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条

項
に
違
反
し
（
訴
因
第
一
、
第
二
及
び
第
四
）
、
制
定
法
及
び
合
衆
国
憲
法

第
一
修
正
の
宗
教
活
動
及
び
集
会
の
自
由
の
権
利
に
違
反
し
（
訴
因
第
五
）

か
つ
行
為
無
能
力
者
法
（
島
Φ
＞
日
9
0
き
＆
浮
9
器
匡
庄
霧
＞
8

に
違
反
す
る
（
訴
因
第
三
）
と
主
張
す
る
（
第
三
次
修
正
答
弁
書
、
第
一

七
〇
号
）
。

　
合
衆
国
憲
法
制
度
の
も
と
で
は
、
医
師
に
よ
る
自
殺
幣
助
の
合
法
性
と

い
っ
た
問
題
の
解
決
は
、
ま
ず
は
、
州
の
民
主
的
手
続
に
委
ね
る
こ
と
が

確
立
し
て
い
る
。
生
お
よ
び
死
の
判
断
の
複
雑
さ
は
、
立
法
府
の
関
与
を

求
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
［
そ
う
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
］
司
法
は
、
適

切
な
憲
法
上
の
指
針
お
よ
び
市
民
の
保
護
を
定
め
て
い
な
い
法
を
提
示
さ

れ
た
場
合
に
、
単
に
州
の
立
法
手
続
に
追
従
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
州

が
認
め
た
と
こ
ろ
の
、
死
を
早
め
る
こ
と
を
企
図
す
る
選
択
肢
は
、
躊
躇

お
よ
び
内
省
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。
憲
法
問
題
を
慎
重
か
つ
誠
実
に

取
り
扱
う
こ
と
は
、
裁
判
所
の
義
務
で
あ
る
。
同
情
、
正
義
、
分
別
お
よ

び
堅
忍
は
、
す
べ
て
、
法
の
構
成
要
素
で
あ
る
が
、
導
き
の
「
指
針
は
、

合
衆
国
憲
法
で
あ
る
」
（
死
に
際
し
て
の
同
情
対
ワ
シ
ン
ト
ン
州
〔
お
コ

ω
α
α
o。
9
㎝
逡
（
。
爵
Ω
μ
一
。
。
㎝
）
〕
）
。

　
医
師
に
よ
る
自
殺
幕
助
が
憲
法
の
枠
内
で
行
わ
れ
る
こ
と
を
義
務
づ
け

た
と
し
て
も
、
市
民
が
自
己
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
権
限
を
損
な
う
こ
と

に
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
は
、
一
定
の
基
本
的
権
利
が
投
票
上
の

多
数
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
得
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
、
し
っ
か
り
と
定
着

し
た
憲
法
上
の
原
則
を
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
投
票
手
続
の
完
全
さ

を
確
保
す
る
も
の
で
あ
る
。

1
　
平
等
保
護
条
項

　
原
告
は
、
提
案
第
一
六
号
の
規
定
が
合
衆
国
憲
法
第
一
四
修
正
の
平
等

保
護
条
項
に
違
反
す
る
と
主
張
す
る
。
彼
ら
は
、
提
案
第
一
六
号
の
定
め



一九九五年オレゴン州尊厳死法およびオレゴン州尊厳死法違憲判決（→（捧）47

る
「
末
期
的
疾
患
」
の
区
分
お
よ
び
範
囲
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

的
に
は
合
致
し
な
い
と
主
張
す
る
。

正
当
な
州
の
利
益
に
合
理

　
第
一
四
修
正
は
、
部
分
的
に
は
、
「
そ
の
管
轄
権
内
に
あ
る
何
人
に
対
し

て
も
、
法
の
平
等
な
保
護
を
否
定
し
な
い
も
の
と
す
る
」
（
合
衆
国
憲
法
第

一
四
修
正
第
一
項
）
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
平
等
保
護
条
項
は
、
人
の
［
属

す
る
］
階
層
の
問
に
区
別
を
設
け
る
こ
と
を
禁
じ
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
、

そ
れ
は
、
州
が
あ
ら
ゆ
る
関
連
す
る
局
面
に
お
い
て
、
同
様
な
人
に
対
し

て
異
な
る
扱
い
を
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
に
す
ぎ
な
い
（
ノ
ー
ド
リ
ン
ガ

ー
対
ハ
ー
ン
冒
3
d
φ
一
」
旨
ψ
O
け
器
N
ρ
認
竃
し
8
『
国
阜
髭

一
（
一
〇
8
）
〕
）
。

　
制
定
法
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
区
分
が
正
当
な
州
の
利
益
に

合
理
的
に
合
致
す
る
場
合
に
は
、
正
当
性
が
推
定
さ
れ
る
（
シ
ュ
ワ
イ
カ

ー
対
ウ
ィ
ル
ソ
ン
〔
齢
O
q
ψ
旨
ザ
雪
い
国
α
』
α
一
〇。
ρ
一
2
ψ
9
」
。
謹

（
一
。
。
。
一
）
〕
）
。
平
等
保
護
条
項
は
、
社
会
立
法
に
広
い
許
容
範
囲
を
認
め
い
て

い
る
（
合
衆
国
鉄
道
退
職
者
委
員
会
対
フ
リ
ッ
ツ
〔
鼠
。
d
φ
ま
9
嵩
企

①
①
r
国
阜
N
α
ω
①
o
。
」
2
ψ
O
け
合
ω
（
這
。。
。
）
〕
）
。
正
当
な
州
の
利
益
は
、

不
利
な
地
位
に
あ
る
者
お
よ
び
有
利
な
地
位
に
あ
る
者
だ
け
で
な
く
、
共

同
体
の
一
般
的
な
構
成
員
の
利
益
を
内
包
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
立
法
政
策
決
定
者
は
、
区
分
を
支
持
す
る
理
論
的
根
拠
を
述
べ
る
こ

と
を
求
め
ら
れ
て
は
お
ら
ず
、
ま
た
、
州
は
、
そ
れ
を
支
持
す
る
証
拠
ま

た
は
経
験
的
な
デ
ー
タ
を
提
示
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
は
い
な
い
（
ヘ

ラ
ー
対
ド
ゥ
ー
冒
8
q
φ
。
。
長
昌
ω
の
9
◎
ま
零
（
這
8
）
〕
）
。
立
法
府

で
は
な
く
て
、
有
権
者
が
こ
の
憲
法
解
釈
の
目
的
の
た
め
に
制
定
法
を
制

定
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
不
適
切
で
あ
る
（
地
代
・
家
賃
統
制
に
反
対
す

る
市
民
の
会
対
バ
ー
ク
リ
ー
市
勾
鰹
d
φ
8
ρ
8
ρ
さ
い
国
貸
臣

お
N
」
8
ψ
9
」
巽
（
這
。
。
一
）
〕
）
。
原
告
は
、
平
等
保
護
条
項
違
反
を
証

明
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
（
バ
ー
リ
ン
ト
ン
北
部
鉄
道
株
式
会
社
対
パ

ブ
リ
ッ
ク
・
サ
ー
ビ
ス
規
制
局
〔
蕊
ω
男
臣
目
。
9
崔
旨
（
桿
び
Ω
μ

一
〇
〇。
q
）
〕
）
。

　
区
分
は
、
［
そ
の
］
「
区
分
の
合
理
的
根
拠
と
な
り
得
る
よ
う
な
事
実
が
、

合
理
的
に
考
え
得
る
状
態
で
存
在
す
る
場
合
に
は
、
平
等
保
護
の
主
張
に

対
し
て
も
、
支
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
連
邦
通
信
委
員
会
対
ビ
ー

チ
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ
株
式
会
社
ロ
曽
い
■
国
9
毘
曽
一
ふ
。
。。
鍔

ω
る
8
嵩
ω
ψ
9
』
8
9
曽
。
。
（
這
器
）
〕
）
。
異
な
る
取
り
扱
い
と
立
法

目
的
の
間
に
何
ら
か
の
適
合
が
存
す
る
場
合
に
は
、
区
分
は
、
州
の
利
益

を
合
理
的
に
促
進
す
る
も
の
と
な
る
（
カ
ッ
ツ
ェ
ン
バ
ッ
ク
対
モ
ー
ガ
ン

〔
ω
。
。
戯
q
φ
①
良
ふ
宅
」
。
い
国
阜
髭
。
。
N
o。

”
。
。
①
ψ
9
」
讃
叉
這
3
）
〕
参

照
）
。
制
定
法
の
合
憲
性
に
関
す
る
疑
念
に
直
面
し
た
場
合
に
、
裁
判
所
は
、

ま
ず
、
当
該
制
定
法
が
有
効
で
あ
る
と
す
る
方
法
で
そ
れ
を
解
釈
す
る
こ

と
が
、
公
正
に
可
能
で
あ
る
か
否
か
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
ア

メ
リ
カ
通
信
労
働
者
協
会
対
ベ
ッ
ク
偲
。
。
刈
d
φ
お
㎝
㌔
①
N
」
。
一
ご
国
阜

毘
8
倉
ε
o
。
ψ
O
け
ま
痒
（
お
o。
o
。
）
〕
）
。
し
か
し
、
「
制
定
法
の
解
釈
は
、

不
誠
実
な
言
い
逃
れ
と
言
っ
て
良
い
程
度
ま
で
押
し
通
さ
れ
得
る
も
の
で

は
な
い
」
（
ア
メ
リ
カ
通
信
労
働
者
協
会
対
ベ
ッ
ク
〔
讐
蕊
巴
）
。
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州
は
、
そ
れ
が
不
愉
快
な
差
別
に
な
ら
な
い
限
り
、
自
由
に
区
分
の
体

系
を
策
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
テ
キ
サ
ス
州
ク
レ
バ
ー
ン
市
対
ク
レ
バ

ー
ン
・
リ
ヴ
イ
ン
グ
。
セ
ン
タ
ー
〔
ミ
ω
d
φ
齢
ρ
o。
刈
ご
国
9
N
α
鈴
ρ

一
8
㊤
9
』
卜
。
お
（
お
o
。
q
）
〕
、
レ
ー
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
対
レ
イ
ク
・
シ
ョ
ア
自
動

車
部
品
株
式
会
社
〔
亀
O
d
φ
脇
9
3
い
国
α
』
α
ω
P
8
ψ
9
」
。
β

（
お
お
）
〕
、
お
よ
び
ジ
ャ
ク
ソ
ン
・
ウ
ォ
ー
タ
ー
・
ワ
ー
ク
ス
対
パ
ブ
リ
ッ

タ
・
ユ
ー
テ
ィ
リ
テ
ィ
ズ
・
コ
モ
ン
〔
お
ω
コ
旨
一
〇
8
口
0
8
（
淳
げ
Ω
唇

一
Q
。
。
。
）
〕
）
。
州
は
、
恣
意
的
な
、
ま
た
は
不
合
理
な
区
別
と
考
え
ら
れ
る
ほ

ど
に
、
主
張
さ
れ
て
い
る
目
的
と
の
関
係
が
希
薄
な
区
分
に
依
拠
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
（
ゾ
ー
ベ
ル
対
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
偉
零
q
ω
』
9
認
い
国
“

固
零
N
」
8
ψ
9
。
器
8
（
一
。
。
。
N
）
〕
、
合
衆
国
農
務
省
対
モ
レ
ノ
〔
合
ω

鍔
oo
，
認
o
o
堕
零
い
円
阜
圏
お
蝕
3
ψ
O
け
鵠
曽
（
お
お
）
〕
お
よ
び
ノ
ー

ド
リ
ン
ガ
ー
対
ハ
ー
ン
〔
一
旨
ψ
9
4
魯
認
器
〕
）
。
し
か
し
、
区
分
の
も

つ
意
味
が
不
足
し
て
い
て
も
、
過
度
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
著
し
い
［
程

度
の
］
も
の
で
あ
れ
ば
、
立
法
に
よ
る
区
別
は
、
州
の
利
益
を
「
合
理
的

に
推
進
す
る
」
も
の
と
は
い
え
な
い
（
バ
ー
リ
ン
ト
ン
北
部
鉄
道
株
式
会

社
対
フ
オ
ー
ド
冒
9
d
φ
窪
o
。
ヒ
。
『
国
阜
N
α
齢
N
㍉
旨
ψ
9
。
錠
。。
卜
）

N
一
〇。
o。
（
一
〇
旨
）
〕
）
。

　
平
等
保
護
［
条
項
に
合
致
す
る
か
否
か
］
の
分
析
は
、
区
分
が
適
切
に

な
さ
れ
て
い
る
か
否
か
を
判
断
す
る
た
め
に
利
用
さ
れ
る
。
原
告
は
、
末

期
患
者
の
二
な
い
し
四
パ
ー
セ
ン
ト
し
か
、
実
際
に
は
自
殺
し
な
い
こ
と

を
統
計
が
示
す
の
で
あ
る
か
ら
、
提
案
第
一
六
号
の
基
礎
と
な
る
正
当
な

州
の
利
益
は
何
ら
存
し
な
い
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、
前
述
の
と
お
り
、

異
な
る
取
り
扱
い
と
立
法
目
的
の
間
に
何
ら
か
の
「
適
合
」
が
存
す
る
限

り
、
区
分
は
、
平
等
保
護
の
目
的
に
と
っ
て
も
正
当
と
な
る
。
他
方
、
被

告
側
の
訴
訟
参
加
人
は
、
提
案
第
一
六
号
が
、
［
自
己
の
生
命
を
終
ら
し
め

る
こ
と
に
］
同
意
し
た
者
に
対
す
る
、
医
師
に
よ
る
自
殺
幣
助
の
合
法
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

へ
向
け
た
第
一
歩
に
す
ぎ
な
い
と
主
張
す
る
。
第
九
巡
回
区
裁
判
所
は
、

末
期
患
者
が
「
死
ぬ
権
利
」
に
関
わ
る
自
由
を
有
し
て
い
る
か
否
か
を
判

断
す
る
に
際
し
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
。

　
生
命
に
関
し
て
自
分
自
身
の
深
い
信
念
を
抱
き
、
お
よ
び
そ
の
信
念
に

基
づ
い
て
行
動
す
る
、
減
ず
る
こ
と
の
で
き
な
い
能
力
が
、
第
一
四
修
正

に
よ
り
保
護
さ
れ
る
自
由
の
核
心
に
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
自
殺
す
る
権
利

お
よ
び
自
殺
を
智
助
す
る
権
利
は
、
少
な
く
と
も
、
精
神
的
に
健
常
な
成

人
の
特
権
で
あ
る
。
末
期
患
者
に
対
し
て
そ
の
よ
う
な
権
利
を
制
限
し
よ

う
と
す
る
試
み
は
、
人
を
惑
わ
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、

そ
の
よ
う
な
自
由
が
存
在
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
…
合
衆
国
の
す
べ
て
の
男

女
が
、
そ
れ
を
享
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
結
論
は
、
背
理
法
で
あ

る
（
死
に
際
し
て
の
同
情
の
会
事
件
〔
お
男
ω
9
讐
冒
ご
）
。

　
州
法
の
効
力
が
実
際
に
は
、
立
法
が
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
に
す
ぎ
な

い
と
い
う
理
由
に
基
づ
い
て
、
特
定
の
階
層
の
間
ま
た
は
個
人
の
問
に
何

ら
か
の
不
平
等
を
創
出
す
る
こ
と
に
な
り
得
る
一
方
で
、
法
の
目
的
が
公

衆
の
構
成
員
で
あ
る
す
べ
て
の
者
に
、
平
等
に
適
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、

そ
れ
が
、
人
を
惑
わ
す
よ
う
な
区
分
を
創
出
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
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被
告
は
、
提
案
第
一
六
号
が
、
何
ら
か
の
行
為
を
求
め
る
も
の
で
は
な

く
、
単
に
選
択
的
な
手
続
を
提
供
す
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
原

告
の
［
有
す
る
］
法
の
平
等
な
保
護
の
権
利
を
侵
害
し
得
な
い
と
主
張
す

る
。
理
論
的
に
は
、
提
案
第
一
六
号
に
具
体
化
さ
れ
て
い
る
合
意
［
内
容
］

は
、
末
期
患
者
が
生
存
し
続
け
る
権
利
と
死
を
選
択
す
る
権
利
の
双
方
を
、

平
等
に
保
護
し
て
い
る
。
こ
の
合
意
［
内
容
］
は
、
そ
の
称
す
る
と
こ
ろ

で
は
、
自
己
の
生
命
の
質
お
よ
び
価
値
に
つ
い
て
の
個
人
の
合
理
的
な
評

価
に
基
づ
い
て
い
る
。

　
し
か
し
、
提
案
第
一
六
号
自
体
が
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
誤
っ
た
判
断

を
し
、
死
を
希
望
す
る
旨
を
表
明
す
る
末
期
患
者
は
、
存
在
し
得
る
。
当

該
患
者
の
状
態
は
、
自
律
お
よ
び
自
己
決
定
と
は
相
容
れ
な
い
。
末
期
患

者
が
、
自
己
の
死
期
を
早
め
る
方
策
を
提
供
さ
れ
る
場
合
に
は
、
生
命
を

脅
か
す
過
誤
お
よ
び
濫
用
に
社
会
の
構
成
員
を
さ
ら
す
潜
在
的
［
危
険
］

が
存
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
平
等
保
護
［
条
項
に
合
致
す
る
か
否
か
の
］

分
析
に
基
づ
く
、
厳
密
な
審
査
が
行
わ
れ
る
の
は
、
提
案
第
一
六
号
に
規

定
さ
れ
て
い
る
安
全
策
が
、
末
期
患
者
を
他
者
と
は
異
な
っ
て
扱
う
こ
と

を
正
当
化
す
る
の
に
十
分
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　
原
告
は
、
末
期
で
な
い
患
者
が
、
［
末
期
患
者
に
つ
い
て
は
］
提
案
第
一

六
号
に
よ
っ
て
恣
意
的
か
つ
非
合
理
的
に
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
オ

レ
ゴ
ン
州
法
に
基
づ
く
一
定
の
制
定
法
上
の
「
保
護
」
の
権
利
を
有
し
て

い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
末
期
的
疾
患
」
と
い
う
区
分
は
、
末
期
患
者
の
法

の
平
等
な
保
護
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
特
に
、
原
告
は
、

オ
レ
ゴ
ン
州
法
典
第
一
六
三
・
一
二
五
条
、
第
一
六
一
・
二
〇
五
条
、
第

四
二
六
・
〇
七
〇
条
、
第
六
七
七
・
〇
九
五
条
お
よ
び
第
六
七
七
・
一
九

　
　
　
　
　
（
4
）

O
条
を
指
摘
す
る
。
こ
れ
ら
の
法
は
、
こ
れ
ら
の
法
が
な
け
れ
ば
、
治
療

可
能
な
抑
欝
、
精
神
疾
患
ま
た
は
強
制
に
よ
っ
て
、
自
殺
を
試
み
る
で
あ

ろ
う
弱
者
を
保
護
す
る
の
た
め
に
利
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
州
の
過
半

数
が
自
殺
を
幣
助
し
た
者
に
刑
事
罰
を
科
す
る
法
を
有
し
て
い
る
と
記
し

た
後
に
、
最
高
裁
判
所
は
、
「
我
々
は
、
身
体
的
に
能
力
を
有
す
る
成
人
に

よ
る
、
自
由
意
思
に
基
づ
き
、
か
つ
告
知
さ
れ
た
上
で
の
死
を
望
む
決
定

に
直
面
し
た
場
合
に
、
州
が
中
立
的
立
場
を
維
持
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
る

と
は
思
わ
な
い
」
と
述
べ
た
（
ク
ル
ー
ザ
ン
対
ミ
シ
シ
ッ
ピ
州
保
健
局
長

官
勾
S
q
φ
ま
ど
N
。
。
。
」
＝
r
国
輿
固
器
ド
崔
。
ψ
O
け
器
酷

（
一
。
8
）
〕
）
。
こ
れ
ら
の
制
定
法
の
基
礎
に
あ
る
州
の
利
益
に
は
、
生
命
の
維

持
お
よ
び
自
殺
か
ら
の
保
護
が
含
ま
れ
る
。

　
被
告
で
あ
る
州
は
、
提
案
第
一
六
号
に
基
づ
い
て
末
期
患
者
の
た
め
に

例
外
を
創
出
す
る
こ
と
に
は
、
次
の
よ
う
な
利
益
が
あ
る
と
主
張
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

す
な
わ
ち
、
（
一
）
不
必
要
な
苦
痛
お
よ
び
苦
難
を
避
け
る
こ
と
、
（
二
）
自

己
の
致
死
的
な
ヘ
ル
ス
・
ケ
ア
決
定
を
行
う
、
能
力
者
で
あ
る
成
人
の
権

利
を
保
護
し
、
か
つ
強
化
す
る
こ
と
、
（
三
）
非
人
道
的
か
つ
尊
厳
を
も
て

な
い
方
策
で
の
自
殺
の
試
み
ま
た
は
自
殺
の
実
行
と
い
う
悲
惨
な
事
件
を

避
け
る
こ
と
、
（
四
）
末
期
患
者
お
よ
び
患
者
の
愛
す
る
者
を
、
彼
ら
が
回

避
す
る
こ
と
を
望
む
経
済
的
困
難
か
ら
保
護
す
る
こ
と
、
な
ら
び
に
（
五
）

末
期
患
者
お
よ
び
患
者
の
愛
す
る
者
を
、
彼
ら
の
望
ま
な
い
法
執
行
官
そ

の
他
に
よ
る
私
事
へ
の
介
入
か
ら
保
護
す
る
こ
と
で
あ
る
。
（
簡
易
判
決
を
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求
め
る
動
議
を
支
持
す
る
被
告
側
の
答
弁
メ
モ

ー
ジ
）

（
第
一
七
二
号
）
一
六
ぺ

　
能
力
者
で
あ
る
末
期
患
者
が
、
自
己
の
自
殺
衝
動
か
ら
の
保
護
を
求
め

得
な
い
と
結
論
づ
け
る
こ
と
は
、
「
合
理
的
」
で
あ
る
。
自
殺
の
防
止
は
、

意
味
あ
る
自
然
的
生
命
の
前
途
に
何
の
希
望
も
持
て
な
い
者
に
と
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

苦
痛
の
延
期
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
自
律
と
自
己
決
定
の
原

則
に
基
づ
く
選
択
、
す
な
わ
ち
、
自
己
の
身
体
、
運
命
お
よ
び
ヘ
ル
ス
・

ケ
ア
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
権
利
を
認
め
る
こ
と
は
、
有
効
な
公
的
政
策

で
あ
る
。

　
提
案
第
｝
六
号
は
合
憲
で
あ
る
と
の
州
の
主
張
の
基
礎
に
あ
る
基
本
前

提
は
、
末
期
患
者
が
麻
薬
の
過
量
摂
取
に
同
意
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
そ
の
方
策
で
は
、
自
己
の
同
意
が
自
由
意
思
に
基
づ
く
、
ま
た

は
有
効
で
あ
る
と
は
み
な
さ
れ
な
い
［
と
い
う
理
由
で
、
］
「
無
能
力
者
」

が
自
殺
寄
助
を
選
択
す
る
こ
と
は
除
外
さ
れ
る
。
問
題
は
、
能
力
者
と
無

能
力
者
の
間
に
区
別
を
設
け
る
こ
と
を
企
図
し
て
い
る
手
続
が
、
十
分
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
提
案
第
一
六
号
で
は
な
く
、

生
命
維
持
装
置
撤
去
事
件
に
お
い
て
認
め
ら
れ
て
い
る
安
全
策
の
一
つ

は
、
無
能
力
者
に
代
わ
っ
て
第
三
者
が
「
代
理
決
定
」
を
提
示
す
る
こ
と

で
あ
る
。
第
三
者
は
、
通
常
は
、
家
族
の
一
員
ま
た
は
親
戚
で
あ
る
が
、

患
者
が
特
定
の
状
況
下
に
お
い
て
選
択
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
実
行
す
る

た
め
に
、
代
理
人
と
し
て
行
動
す
る
（
ク
ル
ー
ザ
ン
事
件
〔
一
一
。
ω
。
9
‘
象

N
o。
㎝
㌣
認
〕
、
オ
レ
ゴ
ン
州
法
典
第
二
一
七
・
五
一
〇
条
第
（
一
）
項
〔
能
力

者
で
あ
る
成
人
が
、
ヘ
ル
ス
・
ケ
ア
の
た
め
の
代
理
人
と
し
て
働
き
、
か

つ
［
自
己
に
代
っ
て
、
］
生
命
維
持
装
置
の
撤
去
を
指
示
す
る
、
能
力
者
で

あ
る
成
人
を
指
名
し
得
る
旨
を
規
定
し
て
い
る
〕
）
。

　
も
う
一
つ
の
例
は
、
精
神
障
害
の
た
め
に
自
分
自
身
を
危
険
に
さ
ら
す

精
神
病
患
者
の
民
事
責
任
に
関
す
る
手
続
を
定
め
る
、
オ
レ
ゴ
ン
州
法
典

第
四
二
六
・
〇
七
〇
条
で
あ
る
（
第
四
二
六
・
○
〇
五
条
第
（
一
）
項
（
d
）

号
の
（
A
）
も
参
照
の
こ
と
）
。
こ
の
手
続
に
基
づ
い
て
、
医
療
審
査
委
員
会

に
よ
り
免
許
を
与
え
ら
れ
た
「
処
置
を
す
る
」
医
師
は
、
患
者
が
自
分
自

身
を
危
険
に
さ
ら
す
と
信
じ
る
場
合
に
は
、
一
二
時
間
ま
で
当
該
患
者
を
、

一
時
的
に
ヘ
ル
ス
・
ケ
ア
施
設
に
拘
束
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
資
格

を
有
す
る
精
神
医
療
の
専
門
家
と
連
係
し
て
、
五
日
間
ま
で
当
該
患
者
を

拘
束
で
き
る
（
オ
レ
ゴ
ン
州
法
典
第
四
二
六
・
二
＝
二
条
お
よ
び
第
四
二

六
・
二
三
二
条
）
。
裁
判
官
は
、
当
該
患
者
の
評
価
の
た
め
に
、
最
低
一
名

の
「
審
査
官
」
を
指
名
す
る
こ
と
、
お
よ
び
聴
聞
を
実
施
す
る
に
先
立
っ

て
報
告
書
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
（
第
四
二
六
・
二
〇
条

お
よ
び
第
四
二
六
二
二
〇
条
）
。
資
格
を
有
す
る
審
査
官
は
、
精
神
分
析

を
行
う
免
許
を
有
す
る
医
師
、
ま
た
は
精
神
保
健
・
発
育
障
害
サ
ー
ビ
ス

局
に
よ
っ
て
審
査
す
る
許
可
を
与
え
ら
れ
た
医
師
と
定
義
さ
れ
て
い
る

（
第
四
二
六
・
二
〇
条
第
（
二
）
項
（
b
）
号
）
。
こ
れ
ら
の
安
全
策
の
い
ず

れ
も
、
提
案
第
一
六
号
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。

　
別
の
状
況
な
ら
ば
、
提
供
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
保
護
も
な
し
に
、

提
案
第
一
六
号
は
、
精
神
分
析
士
、
心
理
学
者
お
よ
び
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の
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い
ず
れ
で
も
な
い
「
主
治
」
医
お
よ
び
「
参
与
」
医
に
対
し
て
、
患
者
が

抑
欝
状
態
ま
た
は
精
神
医
学
的
も
し
く
は
心
理
学
的
障
害
に
罹
患
し
て
い

る
［
と
判
断
さ
れ
る
］
場
合
に
、
そ
の
状
況
が
誤
っ
た
判
断
の
原
因
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

っ
て
い
る
か
否
か
を
評
価
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
医
師
が
誤
っ
た
判

断
の
犠
牲
に
な
る
こ
と
は
な
い
と
信
じ
る
［
場
合
に
は
、
そ
の
］
者
に
と

っ
て
は
、
そ
れ
が
最
終
評
価
と
な
る
。
同
提
案
は
、
患
者
の
請
求
が
自
由

意
思
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
不
当
な
影
響
の
結
果
で
は
な
い
こ
と
の
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

断
も
、
主
治
医
お
よ
び
参
与
医
に
委
ね
て
い
る
。
患
者
が
、
大
い
な
る
慰

安
の
も
と
に
生
活
す
る
助
け
と
な
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
サ
ー
ビ
ス
を
探
す
た

め
に
、
資
格
を
有
す
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ワ
ー
カ
ー
ま
た
は
そ
の
他
の
専
門

家
に
相
談
す
る
こ
と
と
い
っ
た
要
件
は
存
し
な
い
。
ま
た
、
患
者
に
対
し

て
、
「
コ
ン
フ
ォ
ー
ト
・
ケ
ア
、
ホ
ス
ピ
ス
・
ケ
ア
お
よ
び
ペ
イ
ン
・
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
」
を
含
む
「
実
施
し
得
る
他
の
選
択
肢
」
を
告
知
す
る
の
も
処

置
を
す
る
医
師
の
責
務
で
あ
る
（
第
三
・
〇
一
条
第
（
二
）
項
（
e
）
号
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
未
完
）

（
1
）
　
「
自
殺
翻
助
」
と
い
う
用
語
は
、
こ
の
判
決
で
は
、
技
術
的

用
語
お
よ
び
提
案
第
一
六
号
の
主
題
の
一
般
的
表
現
と
し
て
使
用

　
さ
れ
る
。

（
2
）
　
し
た
が
っ
て
、
裁
判
所
は
、
そ
の
分
析
［
範
囲
］
を
制
限
し
、

提
案
第
一
六
号
が
基
本
的
な
自
由
と
い
う
法
益
に
影
響
を
及
ぼ
す

場
合
に
、
高
度
で
か
つ
厳
格
な
精
査
の
テ
ス
ト
が
適
用
さ
れ
得
る

　
か
否
か
に
つ
い
て
は
判
断
し
な
い
。

（
3
）
　
一
部
の
被
告
は
、
憲
法
問
題
に
関
す
る
裁
判
所
の
分
析
［
範

囲
］
を
提
案
第
一
六
号
に
定
義
さ
れ
て
い
る
末
期
的
疾
患
の
区
分

　
の
意
味
に
制
限
し
よ
う
と
し
た
の
で
、
裁
判
所
は
、
そ
の
分
析
［
範

囲
］
を
そ
の
よ
う
に
制
限
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
率
直
に
も
、

原
告
側
の
訴
訟
参
加
者
は
、
州
が
認
め
た
自
殺
の
境
界
線
を
、
そ

　
れ
が
も
し
存
す
る
な
ら
ば
、
ど
こ
に
引
く
か
と
い
う
基
礎
に
あ
る

問
題
を
明
確
に
提
示
し
て
い
る
。
余
命
六
カ
月
以
下
の
末
期
で
あ

　
る
と
の
診
断
が
、
あ
る
者
が
自
殺
を
選
択
す
る
、
説
得
的
か
つ
合

理
的
な
根
拠
と
な
り
得
る
一
方
で
、
州
が
認
め
る
自
殺
を
促
進
さ

　
せ
る
正
当
化
事
由
に
対
す
る
制
限
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
我
々
は
、

余
命
六
カ
月
の
末
期
患
者
、
余
命
一
年
の
末
期
患
者
、
対
麻
痺
患

者
、
身
体
障
害
者
、
ま
た
は
こ
れ
以
上
生
き
続
け
る
こ
と
を
欲
し

な
い
独
自
の
理
由
を
有
し
て
い
る
者
と
の
間
に
あ
る
区
別
を
、
憲

　
法
の
ど
こ
に
発
見
す
る
と
い
う
の
か
。

　
　
こ
れ
は
、
実
際
に
は
、
［
は
じ
め
は
よ
く
見
え
る
が
、
後
で
ブ
レ

　
ー
キ
が
利
か
な
く
な
る
］
危
険
な
坂
道
で
あ
る
。
最
高
裁
判
所
は
、

自
殺
幣
助
を
「
死
ぬ
権
利
」
に
関
す
る
自
己
の
判
決
の
範
囲
か
ら

　
用
心
深
く
か
つ
明
確
に
除
外
し
た
（
ク
ル
ー
ザ
ン
事
件
〔
お
刈
C
。

　ω

‘
讐
N
o。
O
〕
）
。

　
　
最
高
裁
判
所
は
、
「
憲
法
の
明
文
中
に
は
容
易
に
識
別
し
得
な

　
い
」
権
利
が
、
憲
法
上
の
保
護
に
値
す
る
場
合
を
判
断
す
る
た
め

　
の
考
慮
事
項
が
何
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
（
バ
ウ
ワ
ー

　
ズ
対
ハ
ー
ド
ウ
ィ
ッ
ク
〔
鳶
o
。
β
ω
」
o
。
ρ
這
ザ
旨
い
国
再
固

　
置
。
口
8
ψ
9
』
。
。
亀
（
這
。
。
①
）
〕
）
。
権
利
が
犠
牲
と
さ
れ
る
の
で
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あ
れ
ば
、
自
由
も
正
義
も
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
権
利
は
、

「
概
念
ま
た
は
列
挙
さ
れ
た
自
由
の
中
に
内
在
」
し
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
権
利
は
、
「
国
家
の
歴
史
お
よ
び
伝
統
の
中
に
深
く
根

ざ
す
」
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
バ
ウ
ワ
ー
ズ
対
ハ
ー
ド
ウ

ィ
ッ
ク
〔
讐
這
一
山
旨
〕
）
。
裁
判
所
は
、
主
張
さ
れ
て
い
る
自
殺
を

箒
助
す
る
憲
法
上
の
権
利
を
分
析
す
る
に
際
し
て
、
自
殺
の
歴
史

的
扱
い
を
考
察
し
た
が
、
各
州
は
、
伝
統
的
に
、
自
殺
お
よ
び
自

殺
帯
助
を
処
罰
す
る
法
律
を
有
し
て
い
た
（
ク
ル
ー
ザ
ン
対
ミ
シ

シ
ッ
ピ
州
保
健
局
長
官
勾
零
d
φ
る
蕊
濾
歯
3
〕
に
お
け
る
ス

カ
ー
リ
ア
（
ω
8
富
）
判
事
の
補
足
意
見
）
。
伝
統
的
に
、
医
師
に

よ
る
自
殺
幣
助
は
、
次
の
よ
う
な
一
節
を
有
す
る
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス

の
誓
い
に
反
す
る
も
の
と
さ
れ
て
き
た
。

　
何
人
の
満
足
た
め
に
も
、
私
は
致
死
薬
を
処
方
せ
ず
、
そ
の
者

の
死
を
招
き
得
る
助
言
を
与
え
ず
（
ス
テ
ッ
ド
マ
ン
医
学
事
典

〔
鯨
国
＞
o
蜜
》
2
．
ω
詳
u
H
o
き
P
o
目
o
z
＞
霞
（
㎝
浮
O
ロ
ぎ
『
こ
閃
8

U
節
名
巻
お
、
閃
α
）
〕
六
五
〇
ぺ
ー
ジ
）
。

　
独
立
宣
言
が
「
不
可
侵
」
と
し
、
お
そ
ら
く
、
容
易
に
放
棄
し

ま
た
は
剥
奪
し
得
な
い
法
益
と
し
て
生
命
に
言
及
し
て
い
る
こ
と

は
、
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
第
九
巡
回
区
裁
判
所
は
、
「
不
法
行
為

法
お
よ
び
刑
事
法
が
、
あ
な
た
の
同
意
が
あ
っ
た
場
合
で
あ
っ
て

も
、
他
者
が
あ
な
た
を
奴
隷
と
し
、
あ
な
た
を
傷
つ
け
、
ま
た
は

あ
な
た
を
殺
す
こ
と
を
許
し
た
こ
と
は
な
い
」
と
認
め
た
（
死
に

際
し
て
の
同
情
事
件
〔
お
コ
ω
ρ
簿
＄
凸
）
。

　
第
九
巡
回
区
裁
判
所
は
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
我
々
が
存
在
し
て
き
た
二
百
五
年
の
間
に
、
自
分
自
身
を
殺
す

　
こ
と
を
常
助
す
る
い
か
な
る
憲
法
上
の
権
利
も
主
張
さ
れ
た
こ
と

は
な
く
、
［
そ
の
よ
う
な
権
利
が
］
最
終
上
訴
管
轄
権
を
有
す
る
裁

判
所
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。
連
邦
の
司
法
権
が
、

流
動
的
な
憲
法
慣
例
で
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
連
邦
の
裁
判
所
は
、

過
去
に
お
い
て
は
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
憲
法
に
基
づ
く
我
々

　
の
政
府
の
主
た
る
責
任
で
あ
る
人
命
の
保
護
と
は
正
反
対
の
憲
法

上
の
権
利
を
創
出
す
べ
き
で
は
な
い
（
』
罫
讐
＄
一
）
。

（
4
）
　
オ
レ
ゴ
ン
州
法
典
第
一
六
三
二
二
五
条
は
、
過
失
も
し
く

　
は
故
意
に
よ
り
、
他
者
に
自
殺
を
さ
せ
る
こ
と
、
ま
た
は
自
殺
を

幣
助
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
第
二
級
の
故
殺
と
い
う
犯
罪
を
設
定

し
て
い
る
。
第
一
六
丁
二
〇
五
条
は
、
他
者
が
ま
さ
に
自
殺
し

　
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
合
理
的
な
確
信
に
基
づ
い
て
行
動
し
た

者
は
、
［
自
殺
と
い
う
］
結
果
を
防
止
す
る
た
め
に
、
合
理
的
な
物

　
理
的
力
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
規
定
し
て
い
る
。
第
六

　
七
七
・
一
九
〇
条
第
（
一
）
項
は
、
オ
レ
ゴ
ン
州
医
療
審
査
委
員
会

　
が
、
認
め
ら
れ
て
い
る
医
療
専
門
家
の
倫
理
基
準
に
反
す
る
行
為

　
を
含
む
、
ま
た
は
患
者
の
健
康
も
し
く
は
安
全
に
対
し
て
害
と
な

　
る
で
あ
ろ
う
「
専
門
職
ら
し
か
ら
ぬ
、
も
し
く
は
不
名
誉
な
行
為
」

　
に
対
し
て
、
懲
戒
処
分
を
科
し
得
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
（
第

　
六
七
七
二
八
八
条
第
（
四
）
項
（
a
）
号
も
参
照
の
こ
と
）
。
こ
れ
ら

　
の
制
定
法
の
う
ち
の
二
つ
は
、
こ
の
判
決
文
中
に
お
い
て
さ
ら
に

　
十
分
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
第
四
二
六
・
〇
七
〇
条
以
下
は
、
民

　
事
責
任
に
関
す
る
手
続
を
、
お
よ
び
第
六
七
七
・
〇
九
五
条
は
、
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医
師
に
よ
る
治
療
の
基
準
を
定
め
て
い
る
。

（
5
）
　
本
裁
判
所
は
、
被
告
が
、
提
案
第
一
六
号
の
目
的
の
一
つ
は
、

処
置
し
が
た
い
苦
痛
を
終
わ
ら
せ
る
こ
と
で
あ
る
と
主
張
す
る

　
が
、
当
該
制
定
法
が
、
苦
痛
を
示
す
こ
と
を
、
致
死
薬
の
処
方
を

獲
得
す
る
た
め
の
要
件
と
し
て
い
な
い
こ
と
を
注
記
し
て
お
く
。

（
6
）
　
人
が
自
己
破
壊
か
ら
、
決
し
て
利
益
を
受
け
得
な
い
と
結
論

　
す
る
こ
と
も
、
同
様
に
「
合
理
的
」
で
あ
る
。

（
7
）
　
提
案
第
一
六
号
は
、
「
主
治
」
医
を
、
末
期
的
疾
患
の
治
療
お

　
よ
び
処
置
に
対
し
て
主
と
し
て
責
任
を
有
す
る
者
と
定
義
し
て
い

　
る
。
同
提
案
は
、
「
参
与
」
医
を
、
専
攻
ま
た
は
経
験
に
よ
り
、
患

者
の
疾
患
に
関
し
て
専
門
的
診
断
お
よ
び
予
後
診
断
を
行
う
資
格

を
有
す
る
者
と
定
義
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
医
師
は
、
こ
の
判
決

　
の
目
的
の
た
め
に
「
処
置
を
す
る
」
医
師
と
表
現
さ
れ
る
。
彼
ら

　
は
、
患
者
が
誤
っ
た
判
断
の
原
因
と
な
る
よ
う
な
精
神
医
学
的
も

し
く
は
心
理
学
的
障
害
ま
た
は
抑
欝
状
態
に
罹
患
し
て
い
る
か
否

　
か
評
価
す
る
義
務
を
負
う
（
第
三
・
〇
三
条
）
。

（
8
）
　
提
案
第
一
六
号
は
、
不
当
な
影
響
か
ら
の
保
護
を
規
定
し
て

　
い
る
。
第
四
・
〇
二
条
第
（
二
）
項
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い

　
る
。

　
　
患
者
の
生
命
を
終
わ
ら
し
め
る
目
的
の
た
め
の
投
薬
を
申
請
す

　
る
こ
と
、
も
し
く
は
当
該
請
求
の
撤
回
を
破
棄
す
る
こ
と
を
患
者

　
に
強
制
し
、
ま
た
は
そ
の
た
め
に
不
当
な
影
響
力
を
行
使
し
た
者

　
は
、
第
一
級
の
重
罪
に
つ
き
有
罪
と
す
る
。


